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付 表 
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付表１ 各種統計調査の概要 

区分 国勢調査 指定統計第１号（総務省統計局） 

調査期日と

沿革 

５年ごとに、10 月 1 日現在の人口を主として全国いっせいに調査する

「人口センサス」である。 
この調査は、大正９年の第１回調査以来 10 年目の調査は大規模調査で、

その中間の年の調査は簡易調査である。（昭和 45 年、55 年、平成 2 年､12
年の調査は 10 年目にあたる大規模調査、昭和 50 年、昭和 60 年、平成７

年、平成 17 年は５年目にあたる簡易調査） 
なお、昭和 20 年は調査年にあたっていたが、第２次世界大戦のため中

止し、戦後昭和 22 年に臨時国勢調査が行われた。 
 

調査の対象 

常住している人をすべて対象とし、その世帯を単位に「常住人口」を調

査。 
「常住している人」とは、調査日現在すでに、その世帯に３か月以上にわ

たって住んでいるか、または３か月以上にわたって住むことになっている

人。 
「常住人口」とは、調査の時期に調査の地域にふだん住んでいる人。 
 

区分 事業所・企業統計調査 指定統計第２号（総務省統計局） 

調査期日と

沿革 

この調査は、昭和 22 年から始まり、全産業の全事業所を対象とするも

のである。翌 23 年に第２回調査が行われ、以来３年ごと、56 年からは５

年ごとに全国的規模で実施されている。また平成８年以降、調査から３年

目に当たる年に簡易な方法による調査を実施している。 
調査の時期は、昭和 41 年、44 年の各年７月１日現在、47 年は９月１日、

50 年は５月 15 日、53 年は６月 15 日、56 年、61 年、平成３年は７月１

日、平成８年、平成 13 年、平成 18 年は 10 月１日、簡易調査の平成１１

年は７月１日、１６年は６月１日現在で行われた。 
 

調査の対象 

  調査期日に所在するすべての事業所。ただし、次の事業所は除く。 
①日本標準産業分類における「農業」「林業」及び「漁業」に属する個人 

経営の事業所並びに「家事サービス業」及び「外国公務」に属する事業 
所 

②収入を得て働く従業者がいない事業所。 
③休業中で、従業者がいない事業所。 
④季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの。 
⑤劇場、遊園地、運動競技場、駅の改札口内などの有料施設の中に設けら 

れている事業所。 
⑥家事労働の傍ら、特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯。 
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区分 農林業センサス 指定統計第 26 号（農林水産省） 

調査期日と

沿革 

５年ごとに、２月１日現在で農業経営状況等について全国的規模で調査
する「農林業統計」である。 

この調査が、センサス方式で行われたのは、昭和 16 年の農林水産統計
調査が最初で、戦後昭和 22 年の「臨時農業センサス」につぐ本格的な調
査は、昭和 25 年 2 月 1 日に行われた「1950 年世界農業センサス」である。 

昭和 25 年調査から 10 年目に実施されるのが「世界農林業センサス」5
年目に実施されるのが「中間農業センサス」である。 

昭和 45 年、55 年、平成 2 年、12 年の調査は 10 年にあたる「世界農林
業センサス」、昭和 50 年、60 年、平成 7 年、17 年の調査は 5 年目にあた
る「中間農業センサス」である。 

調査の対象 

次の規定にいずれかに該当するすべての農林業経営体を対象とする。 
①経営耕地面積が 30 アール以上の規模の農家 
②農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他

の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業 
(1)露地野菜作付面積 15 アール 
(2)施設野菜栽培面積 350 ㎡ 
(3)果樹野菜面積 10 アール 
(4)露地花木栽培面積 10 アール 
(5)施設花木栽培面積 250 ㎡ 
(6)搾乳牛飼養頭数 1 頭 
(7)飼育牛飼養頭数 1 頭 
(8)豚飼養頭数 15 頭 
(9)採卵鶏飼養羽数 150 羽 

(10)ブロイラー年間出荷羽数 1,000 羽 
(11)その他（調査期日前 1 年間における農業生産物の総販売額 50 万円 

に相当する事業の規模） 
③権原に基づいて育林又は伐採を行うことができる山林の面積が 3 ヘク

タール以上の規模の林業 
④農作業の受託の事業 
⑤委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材

生産の事業 
区分 工業統計調査 指定統計第 10 号 （経済産業省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、明治 16 年に職工 10 人以上を有している工場に対して行わ

れたのが始まりで、明治 42 年には調査対象も職工 5 人以上を使用する工

場に広げ、調査方法を自計方式に改めた。 
大正 9 年になって 5 年ごとの調査を毎年の調査に改め、現在におよんで

いる。 
調査時期は、毎年 12 月 31 日現在で全国規模で行われている。 
 

調査の対象 

日本標準産業分類「製造業」に属する事業所。 
ただし、国に属する事業所は除く。 
（注） 
昭和 56 年調査からは、同年以降の特定年次については、3 人以下の事 

業所で特定業種に該当しない事業所を除外して実施することになった。 
西暦末尾０，３，５，８は全事業所が調査対象。 
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区分 商業統計調査 指定統計第 23 号 （経済産業省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、昭和 6 年東京市を中心に行われ、昭和 14 年から 17 年まで

に毎年 12 月末現在で卸売業について実施された。 
戦後昭和 23 年に四日市市、新潟市で試験調査が行われ、以来昭和 26 年

10 月までの調査は大都市を中心に実施された。 
昭和 27 年 9 月 1 日にはじめて全国にわたる本格的な調査が行われ、そ

の後昭和 51 年までは 2 年ごと、平成 9 年までは 3 年ごと、それ以後は５

年ごとに実施されるようになった。 
調査時期は昭和 47 年、49 年、51 年、60 年は各年 5 月 1 日、昭和 54

年、57 年、63 年、平成 9 年、14 年、16 年は 6 月 1 日、昭和 61 年は 10
月 1 日、平成 3 年、6 年、11 年は７月１日現在である。 

なお、一般飲食店のみ、昭和 61 年から卸売・小売業と別調査となる。 
調査時期は昭和 61 年、平成元年、平成 4 年の各年 10 月 1 日現在である。 
 

調査の対象 

日本標準産業分類の「卸売・小売業・飲食店」に属する事業所。 
ただし、次の事業所は除く。 

① 国に属するもの。 
② 営業の場所が一定していないものまたは営業の固定設備がないもの。 
③ 出入りに入場料、許可等の制限のある施設の中に設けられているも

の。 
④ 調査期日前引続き 3 か月以上休業している事業所。 
 

区分 学校基本調査 指定統計第 13 号 （文部科学省） 

調査期日と

沿革 

この調査は、学校に関する基本的事項の調査を行うため、昭和 23 年か

ら始まり、 
毎年 5 月 1 日現在で実施されている。 
 

調査の対象 

小学校・中学校・高等学校・盲・聾・養護学校・幼稚園・専修学校及び

各種学校。 
「学校」とは、学校教育法第１条の小・中・高・高等専門学校・大学・盲・

聾・養護及び幼稚園、同法第 82 条の 2 の専修学校ならびに同法第 83 条の

各種学校。 
「児童・生徒」とは、学校教育法第 22 条の学齢児童及び同法第 39 条の学

齢生徒で指導要録が作成されている者。 
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付表２ 渋川市行政機構図（平成２２年４月１日） 

【本庁】 
Ｇ：グループ 

総務部

職 員 課

財 政 課

人事研修Ｇ

財 政 Ｇ

用地管財Ｇ

契約検査Ｇ

税 務 課 市 民 税Ｇ

資 産 税Ｇ

納 税 課 納税管理Ｇ

企画部 企 画 課

広報情報課

企 画 Ｇ

IT推進・統計Ｇ

市民部 市 民 課

国保あかぎ診療所

環 境 課

市 民 Ｇ

国保年金Ｇ

計 画 Ｇ

環境分析室

市民生活課 地域コミュニティ

交 通 Ｇ

副 市 長市 長

課 付

行 政 課 行政防災Ｇ

文書管理Ｇ

法制管理Ｇ

特別収納推進室 特別収納推進Ｇ

秘 書 課 秘 書 Ｇ

契約検査課

広報広聴Ｇ

保険年金課

医療給付Ｇ

NPO・ボランティア

消費生活ｾﾝﾀｰ

法制管理課

政 策 Ｇ

環 境 Ｇ

清掃管理事務所

分 析 Ｇ
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保健福祉部

（福祉事務所）

社会福祉課

高齢福祉課

健康管理課

管 理 Ｇ

高齢福祉Ｇ

健康推進Ｇ

介護保険Ｇ

経済部 農 林 課

商工振興課

観 光 課

農 政 Ｇ

商業振興Ｇ

観光振興Ｇ

工業労政Ｇ

土地改良Ｇ

建設部 土木管理課

建築住宅課

都市計画課

管 理 Ｇ

土 木 Ｇ

住宅管理Ｇ

建築指導Ｇ

計画・街路Ｇ

緑化公園Ｇ

まちづくり課 管理換地Ｇ

補償工務Ｇ

地域支援Ｇ地域包括支援セ

保 護 Ｇ

こども課 こども政策Ｇ

子育て支援Ｇ

保育幼稚園Ｇ

保育所<５カ所>

地域支援Ｇ

地域支援Ｇ

国土調査Ｇ

伊香保温泉Ｇ

赤城西麓土地改良推進Ｇ

障害福祉Ｇ

北部地域包括支援セ

東部地域包括支援セ

赤城西麓土地改良推進室
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水道部 水 道 課

下水道課

管 理 Ｇ

工 務 Ｇ

管 理 Ｇ

維 持 Ｇ

浄水管理ｾﾝﾀｰ

会 計 課 出 納 Ｇ

総 務 課 管 理 Ｇ

用 度 Ｇ

医 事 Ｇ

麻 酔 科

内 科

脳神経外科

渋川総合病院

薬 剤 科

放射線科

院 長

診療部

検 査 科

外来病棟

診療技

第２病棟

中央材料室・手術室

看護部

事務部副院長

療 法 科

栄 養 科

会計管理者 会計部

阪ノ下浄水Ｇ

長峰浄水Ｇ

工 務 Ｇ

第１病棟

外 科

婦人科

地域医療連携室 地域医療連携

小児科



 - 144 - 

（北橘図書館）

教育部 管 理 課

学校教育課

生涯学習課

図書管理Ｇ渋川図書館

管 理 Ｇ

小学校(１７校)

学務・指導Ｇ

生涯学習Ｇ

青少年ｾﾝﾀｰ

渋川学校給食

共同調理場

体 育 課 ｽﾎﾟｰﾂ振興Ｇ

文化財保護課 文化財Ｇ

教育委員会

中央公民館

美 術 館

文学館

渋川東部公民館

業 務 Ｇ

中学校(１０校)

幼稚園(５園) 

議会事務局議会 議 事 Ｇ

選挙管理委員会

（事務局：行政課）

公平委員会

（事務局：法制管理課）

事務局監査委員 監 査 Ｇ

農業委員会

固定資産評価審査委員会

（事務局：法制管理課）

管理学芸Ｇ

教育長

小野上学校給食

共同調理場

子持学校給食

共同調理場

赤城学校給食

上野コミュニティセンター

事務局 農地農政Ｇ

伊香保公民館

小野上公民館

子持公民館

赤城公民館

北橘公民館

金島公民館

渋川公民館

渋川西部公民館

古巻公民館

世代間交流館

スケートセンターＧ

豊秋公民館
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【支所】 
 

伊香保

総合支所

総 務 課

市民福祉課

総 務 Ｇ

市民福祉 Ｇ

経済建設課 経 済 Ｇ

副 市 長市 長

建 設 Ｇ

ロープウェイ

小野上

総合支所

総 務 課

市民福祉課

総 務 Ｇ

市民福祉 Ｇ

経済建設課 経 済 Ｇ

建 設 Ｇ

子 持

総合支所

総 務 課

市民福祉課

庶 務 Ｇ

税務出納 Ｇ

市民福祉 Ｇ

経済建設課 経 済 Ｇ

建 設 Ｇ

赤 城

総合支所

総 務 課

市民福祉課

庶 務 Ｇ

税務出納 Ｇ

市民福祉 Ｇ

経済建設課 経 済 Ｇ

建 設 Ｇ

北 橘

総合支所

総 務 課

市民福祉課

庶 務 Ｇ

税務出納 Ｇ

市民福祉 Ｇ

経済建設課 経 済 Ｇ

建 設 Ｇ

城 山 Ｇ

生活環境 Ｇ

生活環境 Ｇ

生活環境 Ｇ

 


